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歯科材料 09 歯科用研削材料(C0900) 

一般医療機器 歯科用アブレシブ研削材(70901000) 

バブルポイント 
 

 

【形状・構造及び原理等】 

1） 形状 

砲弾型（H.P.用） 

 

 

  作業部 

 

 

 

 

軸部 

 

 

2） 構造 

作業部 砥粒： 酸化アルミニウム 

結合材： ビトリファイド 

 

軸部  材質： ＳＵＭ２３ 

  表面： ニッケルメッキ 

 

3） 原理 

本材を回転させ、作業部を被研削、研磨物に接触させ研削、研

磨する。 

 

 

【使用目的】 
歯科補綴物、模型等の研削と研磨に使用する。 

 

 
【操作方法又は使用方法等】 

通法に従い、歯科技工用ハンドピースに装着し、指定した使用回

転数 15,000 rpm 以下で回転させ、作業部を被研削、研磨物に接
触させる。 

 

 
【使用上の注意】 

1） 本品は、ハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクを確

実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認してから使

用すること。 

2） 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。 

3） 頭部が細い、長い、大きい形状のものは、折れたり曲がったり

することがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避け

ること。 

4） 表示使用回転数を超えた場合には、破折してけがをする恐れが

あるので、表示使用回転数を厳守すること。 

5） シャンクに損傷、変形（錆、表面キス、曲がり、汚染）等のあ

るものは、使用しないこと。 

6） 本品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、

局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、

粉塵を吸入しないこと。 

7） 本品を使用する際には、目の損傷を防ぐために、保護めがねな

どを使用すること。 

8） 本品は、目に入らないように注意すること。万一目に入ったと

きは、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。 

9） 塩素系などの金属腐食性の高い薬液での消毒は行わないこと。

また、その他の消毒薬で長時間浸漬する場合は錆びる恐れがあ

るので、防錆剤を添加すること。 

10） 本品は、【使用目的】に記載の用途以外には使用しないこと。 

11） 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。 

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】 
［貯蔵・保管方法］ 

・ 湿気、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避ける 

・ 外圧（物理的負荷）及び汚染を避ける 

・ 無資格者や目的外使用を避けるため適切に保管すること 

 

【包装】 

・バブルポイント： 1 本入り 

   10 本入り 

   12 本入り 

   100本入り 

・ジルコニアポイント： 1 本入り 

   10 本入り 

   12 本入り 

・セット 

※包装の種類、形状、入数については予告なく変更することが

あります。 

 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】* 
製造販売元・製造元 ： 株式会社 マシンツール中央 
住所 ： 〒663-8241 

  兵庫県西宮市津門大塚町 7-5 
問い合わせ電話番号 ：0798-37-0270 
メールアドレス ：mtc@mt-chuo.jp 

Webサイト ：https://mt-chuo.jp/ 
 


